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むつ市農業委員会第６７６回総会議事録

平成２４年１月１７日（火）むつ市農業委員会総会が、むつグランドホテル会議室

において開催された。

１．開催日時 平成２４年１月１７日（火）午後４時００分から午後５時００分

２．開催場所 むつグランドホテル会議室

３．出席した委員の番号及び氏名（２７名）

番 号 役 職 名 氏 名

１ 農 業 委 員 板 井 弘 巳

２ 〃 栁 澤 都市秋

３ 〃 北 上 勝 利

４ 〃 柴 田 峯 生

５ 〃 蛯 名 修 一

７ 〃 村 口 利 光

８ 〃 野 里 岩 雄

９ 〃 北 川 岩 男

１０ 〃 菅 原 靖 博

１２ 〃 本 山 日満夫

１３ 会 長 立 花 順 一

１４ 〃 水 戸 隆 璽

１６ 〃 藤 澤 伊三郎

１７ 〃 橋 本 唯 志

１８ 〃 小 林 義 顯

１９ 〃 赤 坂 直 良

２０ 〃 嶋 影 秀 子

２１ 〃 菊 池 秀 藏

２２ 〃 立 花 幸 雄

２３ 〃 坪 清 志

２４ 〃 山 口 芳 一

２５ 〃 坂 本 正 一

２６ 〃 村 口 鉄 雄

２７ 〃 原 英 輔

２８ 〃 杉 山 武 美

２９ 会 長 職 務 代 理 者 畑 中 重 宏

３０ 〃 中 嶋 寿 樹
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４．欠席した委員の番号及び氏名（３名）

番 号 役 職 名 氏 名

６ 農 業 委 員 福 永 忠 雄

１１ 〃 工 藤 輝 雄

１５ 〃 鴨 田 輝 雄

５．議事の概要

第１ 議事録署名委員の指名、会議書記の事務局職員の指名

第２ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について

第３ 議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請について

第４ 報告事項

第５ その他

６．会議に従事した職氏名

事務局長 手間本 富士雄

総括主幹 一 家 隆 雄

主 事 山 川 知 佳

７．会議録署名委員

１８番 小 林 義 顯 １９番 赤 坂 直 良

８．会議記録者

農業委員会事務局 主 事 山 川 知 佳
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会 議 の 概 要

議 長 ただいまから、むつ市農業委員会第６７６回総会を開催いたします。

議 長 ただいまの出席委員は、３０名中２７名で定足数に達しております。

議 長 本日、６番福永委員、１１番工藤委員、１５番鴨田委員が都合により、

欠席の旨通告がありましたのでご報告いたします。

議 長 これより、本日の会議を開きます。

議 長 日程第１、会議録署名委員の指名を行います。

議 長 会議録署名委員は、むつ市農業委員会会議規則第４３条の規定により

議長において、１８番小林委員、１９番赤坂委員を指名いたします。

なお、本日の会議書記には事務局職員の山川主事を指名いたします。

議 長 日程第２ 、会期の決定を行います。

議 長 本総会は、本日１日としたいと思いますが、これにご異議ありません

か。

各委員 異議なし

議 長 ご異議がありませんので、本総会の会期は、本日１日とすることに決

定いたします。

議 長 それでは、議案審議に入ります。

議 長 議案第１号「農地法第３条第１項の規定に基づく許可申請について」

を、議題に供します。事務局より説明をお願いいたします。

事務局 議案第１号について、ご説明いたします。

農地法第３条第１項の規定に基づく、農業委員会の許可申請でありま

す。

農業の経営規模拡大による、売買の所有権移転であります。

申 請 の 譲 受 人 は 、 住 所 が 大 間 町 大 字 大 間 字 中 山 １ ５ 番 地 ５ 、 職 業 が

会社役員兼農業者であります。地元において農地を３，４４０㎡を耕作

しております。むつ市へは通勤農業者として、当該農作業を行う必要従

事日数を夫婦で２００日を計画しております。距離面で見ても、交通が

発達していることなど、特に問題はないと思います。

申請地が３筆あり、むつ市大字田名部字赤川ノ内並木１４番４におい

ては面積が８，３８０㎡。赤川ノ内並木１４番１４４７においては面積

が２，８３１㎡。赤川ノ内並木１４番１４４８においては面積が６５３

㎡。合計１１，８６４㎡。３筆とも地目が牧場であります。

平成２４年１月６日工藤委員、藤澤委員、事務局において農地の利用

状況を確認しています。

現況につきましては、牧草地として利用され大曲農事実行組合との委

託契約が締結されています。収穫された牧草は、大曲農事実行組合と売

買契約されている農家に引き渡しされることになっています。
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譲受人は、許可後においても引き続き大曲農事実行組合との委託契約

を締結することになっています。機械、労働力、地域との関係など、ま

た、農業委員会が定める下限面積もクリアしていますので、特に生じる

問題はないと思います。

農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件の全てを満た

すものと考えます。

参考までにお知らせいたします。

許可申請時において提出されています法務局の登記簿の地目が「牧場」

と な っ て い ま す 。 農 地 法 の 「 採 草 放 牧 地 」 は 、 法 務 局 で の 登 記 簿 上 の

地目に採草放牧地という地目名はありません。従いまして、農地法の採

草放牧地は、登記簿上の地目において「牧場」または「原野」に含まれ

ることになっています。 以上で説明を終わります。

議 長 ただいまの説明に関して、現地調査を行った委員から補足説明があり

ましたらお願いいたします。

藤澤委員 議案第１号については、平成２４年１月６日私と工藤委員、事務局に

おいて現地調査を行いました。内容については、事務局のご説明のとお

り継続して農業を行う所有権の移転で、また、許可要件を満たされてい

ますので、特に問題はないことを報告いたます。 以上です。

議 長 議案第１号について、質疑を許します。

議 長 質疑ありませんか。

各委員 異議なし。

議 長 質疑がありませんので、議案第１号は原案のとおり承認いたしました。

議 長 議案第２号「農地法第５条第１項の規定による許可申請２件について」

を、議題に供します。事務局より説明をお願いいたします。

事務局 議案第２号について、ご説明いたします。

農地法第５条第１項の規定に基づく、県知事の許可申請２件でありま

す。

受付第１号ですが、

申 請 地 は 、 む つ 市 大 字 奥 内 字 金 谷 沢 １ 番 ４ １ ２ 、 地 目 が 畑 、 面 積 が

２２１㎡、現況は休耕地であります。平成２３年１２月２１日、中嶋委

員、立花会長、事務局において現地を確認しています。申請内容は、旅

館を経営する実家で家族と暮らしていますが、繁忙期になると自宅の部

屋も営業に利用されることから、地権者である祖母から旅館の隣地を譲

受け、自己住宅を建築するものであります。

許可要件の立地基準では、農用地区域外でありますので特に問題はな

いと思います。一般基準においては、資金面及び周辺における土地等へ

の被害防除につきましても、特に問題はないと思います。

農地の転用面積では、実質的な建ぺい率が２４．４％で、基準要件の
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２０％をクリアしています。以上のことなどから、許可要件は満たされ

ているものと考えます。

次に受付第２号ですが、

譲受人の住所は、東通村大字岩屋字往来１０１番地２であります。

職業は無職であり、岩屋地区の海岸沿いの住宅に住んでいます。

住宅の老朽化及び地震、津波などの災害対策、また、高齢になること

からむつ市内の病院への通院等を考慮し、むつ市内の親戚の土地を売買

で譲受け、自己住宅を建築するものであります。

申請地は、むつ市大字田名部字最花１４番１３、地目が畑、面積が

４９５㎡、現況は休耕地であります。平成２４年１月５日嶋影委員、

藤澤委員、事務局において現地を確認しています。

許可要件の立地基準では、農業振興地域外でありますので特に問題は

ないと思います。一般基準においては、資金面及び周辺における土地等

への被害防除につきましても、特に問題はないと思います。

農地の転用面積では、実質的な建ぺい率が２０．５７％で、基準要件

の２０％をクリアしています。以上のことなどから、許可要件は満たさ

れているものと考えます。

以上で説明を終わります。

議 長 ただいまの説明に関して、現地調査を行った委員から補足説明があり

ましたらお願いいたします。

中嶋委員 議案第２号受付第１号について、補足説明いたします。

平成２３年１２月２１日、私と立花会長、事務局において現地の確認

をしております。事務局の説明のとおりで許可要件は満たされているも

のと考えます。許可において特に問題はないと思います。以上です。

議 長 議案第２号について、質疑を許します。

議 長 質疑ありませんか。

各委員 異議なし。

議 長 質疑がありませんので、議案第２号の受付第１号、第２号については、

原案のとおり許可相当して、県知事に意見書を送付いたします。

議 長 議案審議は、これをもちまして終了いたします。

議 長 続きまして、地目変更登記に係る報告事項が２件あります。事務局よ

り説明をお願いいたします。

事務局 地目変更登記に係る法務局への回答であります。

報告第１号につきましては、平成２３年１２月９日菅原委員、工藤委

員、事務局において現地を確認しております。申請地は、むつ市柳町三

丁目２５番３、地目が畑、面積が１４８㎡、昭和４８年に住宅が建築さ

れて宅地の状況で相当年数経過していることから、非農地として回答い

たしました。
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報告第２号につきましては、平成２３年１２月１９日福永委員、村口

鉄雄委員、事務局において現地を確認しております。申請地は、むつ市

川内町高野川１４７番１、地目が畑、面積が３，１４５㎡と高野川１４

８番１、地目が田、面積が２，０６４㎡。２筆とも昭和５８年頃から土

砂が堆積されている状況で相当年数経過していることから、非農地とし

て回答いたしました。

以上で、地目変更登記に係る報告を終わります。

議 長 以上で、本日の議案の審議及び報告事項はすべて終了しました。

議 長 これをもちまして、むつ市農業委員会第６７６回総会を閉会します。

９．会議録署名委員

会議録署名委員 小 林 義 顯

会議録署名委員 赤 坂 直 良


